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地は東南アジアともインドと さ
田私たち日本人にとって稲ほ

も又はアフリカともいわれて
んど親しみぶふいまた大切な植

います。遠いむかし、南方や ろ 植物はありません。神話や伝説
大睦から渡ってきた人が、そ う だからもわかるように稲の栽培
のふるさとでやっていたのと

は今から 2千年以上もむかし
同じようにためしに稲の種子 さ

日本歴史のあけぼのの頃から
をまいてみたのが、日本の稲 ま始まっています。しかし、稲
の始まりだろうといわれてい

では日本に昔から生えていた植
ます。

物ではありません。稲の原産

す

、T. 
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大村市農林水産業
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ど
う
い
う
所
が
農
業
振
興

地
域
に
な
る
か

、

イ J

/ 

1 

農業地域の幹線農道

純
農
村
的
な
町
村

で
は
、
そ
の
全
部
が

あ
る
い
は
既
成
の
市

街
地
や
工
場
地
帯
、

森
林
地
帯
ま
た
は
新

都
市
計
画
法
の
市
街

化
区
域
な
ど
大
規
模

な
他
用
途
用
地
を
含

む
市
町
村
で
は
、
こ

れ
ら
の
区
域
を
除
い

た
区
域
が
農
業
振
興

地
域
と
し
て
指
定
さ

れ
ま
す
。

振
興
地
域
と
し
て

指
定
さ
れ
る
要
件
と

し
て
次
の
三
点
を
す

べ
て
み
た
し
て
い
る

こ
と
が
必
要
と
な
り

ま
す
。一

、
地
域
内
に
今

後
お
お
む
ね
十
年
以

上
に
わ
た

っ
て
農
業

の
た
め
に
利
用
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
集

団
的
農
用
地
が
あ
り

そ
の
合
計
が
二
百
ヘ

ク
タ
ー
ル
以
上
で
あ

ヲ
Q

ラ」シ」。

二
、
そ
の
地
域
の
農
業
就
業
人

口
の
動
向
ゃ
、
農
業
従
業
者
の
経

'
営
に
対
す
る
意
欲
と
農
業
経
営
の

近
代
化
が
図
ら
れ
る
見
込
み
が
確

実
で
あ
る
こ
と
.

三
、
農
業
以
外
の
土
地
利
用
の

必
要
性
も
含
め
て
、
総
合
的
に
判

断
し
て
、
な
お
相
当
長
期
に
わ
た

り
農
業
地
域
と
し
て
確
保
し
‘
土

地
基
盤
の
整
備
開
発
や
農
業
機
械

の
導
入
な
ど
で
土
地
の
農
業
上
の

利
用
の
高
度
化
を
図
る
必
要
が
あ

る
こ
と
。

土
地
改
良
事
業

国
は
、
農
用
地
の
改
良
、
開
発

保
全
お
よ
び
集
団
化
に
関
す
る
事

業
を
適
正
、
か
つ
円
滑
に
実
施
す

る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
法
律
で

定
め
、
農
業
生
産
の
基
盤
の
整
備

お
よ
び
開
発
を
図
り
、
農
業
の
生

産
性
の
向
上
、
農
業
総
生
産
の
増

大
、
農
業
生
産
の
選
択
的
拡
大
と

農
業
構
造
の
改
善
に
資
す
る
目
的

で
土
地
改
良
法
を
定
め
て
お
り
ま

す。
ニ
の
法
律
に
も
と
づ
い
て
施
行

す
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事

業
が
国
土
資
源
の
総
合
的
な
開
発

と
保
全
に
資
す
る
と
と
も
に
国
民

経
済
の
発
展
に
適
合
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ

て
お
り
ま
す
.
ま
た
こ
の
法
に
よ

り
施
行
さ
れ
る
事
業
に
は
次
の
よ

う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

一
、
か
ん
が
い
排
水
施
設
、
農

道
そ
の
他
農
用
地
の
保
全
ま
た
は

利
用
よ
必
要
と
さ
れ
る
施
設
の
新

設
、
管
理
、
廃
止
、
変
更
。

二
、
農
用
地
の
造
成

三
、
埋
立
て
ま
た
は
干
拓

四
、
そ
の
他
農
用
地
の
改
良
ま

た
は
保
全
の
た
め
に
必
要
な
事
業

な
お
、
こ
れ
ら
事
業
を
施
行
す

る
場
合
、
事
業
の
採
択
基
準
お
よ

び
補
助
率
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

規
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
詳
細

は
次
回
に
掲
載
し
ま
す
。

農
業
振
興
地
域
は
新
都
市
計
画

法
の
市
街
化
区
域
に
つ
い
て
指
定

は
で
き
ま
せ
ん
が
、
市
街
化
調
整

区
域
(
人
口
十
万
以
上
の
都
市
に

適
用
)
は
市
街
化
を
抑
制
す
る
区

域
で
あ
り
、
こ
の
区
域
内
の
農
用

地
の
大
部
分
は
、
今
後
相
当
長
期

に
わ
た
り
農
業
上
の
利
用
が
な
さ

れ
る
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
積
極

的
に
指
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す。
ま
た
、
張
輿
地
域
の
指
定
は
、

市
町
村
が
総
合
的
に
整
備
計
画
を

た
て
、
計
画
的
、
総
合
的
に
施
策

を
行
な
う
と
い
う
こ
と
か
ら
、
市

町
村
の
一
部
区
域
で
行
な
わ
れ
る

土
地
改
良
事
業
や
農
業
構
造
改
善

事
業
の
実
施
地
区
だ
け
を
対
象
と

す
る
よ
う
な
指
定
は
行
な
わ
れ
ま

せ
ん
.

、 ピ
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五
月
三
十
日
に
開
幕
し
た
赤
十

回
市
美
術
展
が
六
月
一
日
に
閉
会

し
ま
し
た
が
、
年
毎
に
出
品
点
数

も
増
し
特
に
今
年
は
各
部
門
と
も

に
出
品
が
多
く
な
お
、
来
客
も
多

数
で
盛
会
で
し
た
。
来
年
も
実
施

す
る
計
画
で
す
の
で
多
く
の
万
が

参
加
さ
れ
る
よ
う
望
み
ま
す
。

市
美
術
展

盛
会
に
終
る

昭和33年 4月228第三種郵便物認可

出
品
点
数
は
次
の
と
お
り
。

ム

洋

画

三

八

名

五

八

点

ム
日

本

画

四

名

八

点

ム

南

画

五

名

九

点

ム

書

道

十

名

十

九

点

ム

写

真

十

四

名

三

五

点

ム
彫

塑

工

芸

四

名

七

点

A
商

業

美

術

一

名

三

点

最
後
の
機
会

高
令
者
の
任
意
加
入

鳩
山
才
か
ら
似
才
の
方
へ

り

明
治
三
十
九
年
四
月
二
日
か
ら

明
治
四
十
四
年
四
月
一
日
ま
で
に

生
ま
れ
た
人
で
昭
和
三
十
六
年
四

月
に
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
な

い
人
は
加
入
申
し
出
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

企
加
入
で
き
る
方

O
現
在
会
社
等
の
職
場
年
金
制
度

に
加
入
し
て
い
な
い
方

O
扶
助
料
(
遺
族
年
金

・
戦
争
公

務
扶
助
料
)
を
も
ら
っ
て
い
る

方
企
加
入
で
き
な
い
方

C
現
在
会
社
な
ど
の
公
的
年
金
制

度
(
会
社
J

官
公
庁
、
船
保
な

おおむ市政だより(3) 

ど
)
で
年
金
給
付
を
ャ
つ
け
る
こ

と
が
で
き
る
方

O
日
本
国
民
で
な
い
万

大
村
市
に
住
所
を
有
し
な
い
方

企
保
険
料
の
額
加
入
月
よ
り
七

百
五
十
円

企
保

険

料

納

付

期

間

五

年

必
ず
五
年
間
納
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん

免
除
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん

企
老

令

年

金

額

年

額

三

万

円

月
額
二
千
五
百
円

企
届
出
に
必
要
な
も
の
印
か
ん

申
し
込
み

六
月
三
十
日
ま
で

ラ
ジ
オ
等

放
送
受
信
料
の
免
除
措
置

テ
レ
ビ
、

「
日
本
放
送
協
会
受
信
料
免
除

基
準
」
に
よ
り
実
施
さ
れ
て
お
り

ま
す
が
、
今
般
同
基
準
の
一
部
が

次
の
と
お
り
改
正
さ
れ
ま
し
た
の

で
、
該
当
さ
れ
る
お
万
は
手
続
き

を
お
と
り
く
だ
さ
い
。

一
、
新
た
に
全
額
免
除
の
対
象
と

な
る
も
の

付
社
会
福
祉
胞
設
に
入
所
し
て

い
る
者

同
市
町
村
民
税
非
課
税
の
重
度

の
精
神
薄
弱
者
、
所
得
税
法
(

昭
和
四
十
年
法
律
芳
三
十
三
号

)
に
規
定
す
る
特
別
障
害
者
の

う
ち
児
童
相
談
所
、
精
神
薄
弱

者
、
更
生
相
談
所
、
精
神
衛
生

セ
ン
タ
ー
ま
た
は
精
神
衛
生
鑑

定
医
に
よ
り
重
度
の
精
神
薄
弱

者
と
判
定
さ
れ
た
者
が
有
す
る

世
帯
で
、
そ
の
世
帯
員
の
す
べ

べ'

P 

市民会館において

て
が
市
町
村
民
税
非
課
税
の
場

者
特
別
援
護
法

(
昭
和
三
十
八

合

年

法

律

芳

一
六
八
号
)
に
規
定

二
、
新
た
に
半
額
免
除
の
対
象
と

す
る
戦
傷
病
者
手
帳
を
所
持
す

な

る

も

の

る

者

の

う

ち

、

障

害

の

程

度

が

い
門
重
度
の
肢
体
不
自
由
者
、
身
思
給
法
(
大
正
十
二
年
法
律
芳

体
障
害
者
福
祉
法
に
規
定
す
る
四
八
号
)
に
規
定
す
る
特
別
項

身
体
障
害
者
手
帳
を
所
持
す
る
症
か
ら
芳
一
款
症
に
相
当
す
る

者
の
う
ち
、
障
害
の
程
度
が

一
'

重
度
の
戦
傷
病
者
で
世
帯
主
で

級
ま
た
は
、
二
級
に
該
当
す

る

あ

る

者

肢
体
不
自
由
者
で
世
帯
主
で
あ

三
受
信
料
の
免
除
証
明
事
務

る
者

、

福
祉
事
務
所
で
行
な
い
ま
す
.

口
重
度
の
戦
傷
病
者
、
戦
傷
病

ア
の
ど
り
と
花
い
っ
ぱ
い
運
動
一

長
崎
国
体
も
市
民
の
み
な
さ
ま
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
教
育

の
ご
協
力
で
立
派
な
成
果
を
あ
げ
委
員
会
で
は
花
苗
の
斡
旋
を
次
の

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
こ

の
と
お
り
行
な
い
ま
す
。

実
績
を
い
つ
ま
で
も
大
切
に
育
て

O
期

日

六

月

二

十

日

ま

で

る
た
め
に
、
市
民
運
動
を
推
進
い

O
申
込
場
所
社
会
教
育
課

た
し
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て

O
花
苗
の
種
類

み
ど
り
と
花
い
っ
ぱ
い
運
動
を
計

サ
ル
ピ

ャ
、
マ
リ
l
ゴ
ー
ル
ド

画
し
て
い
ま
す
が
、

手
始
め
に
町

O
申
レ
込
方
法

内
の
花
壇
や
沿
道
の
空
地
に
花
を
町
内
会
、
職
域
団
体
な
ど
を
通

育
て、

う
る
お
い
の
あ
る
環
境
に
じ
て
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

妻
ツ
イ
さ
ん
の
忌
明
に
あ
た
り

金

一
封
を
そ
れ
ぞ
れ
社
会
福
祉

事
業
費
へ
ご
寄
附
さ
れ
ま
し
た

O
大
村
市
引
揚
者
団
体
は
解
散
に
乾
馬
場
郷
三
九

一
ノ
一
光
山
仁

あ
た
り
精
算
剰
余
金
の
一
部
を

‘
さ
ん
は
交
通
事
故
の
見
舞
返
し
に

O
徳
泉
川
内
郷
今
里
吉
己
さ
ん
は
レ

コ
ー
ド
プ
レ
ー
ヤ
ー
二
台
を
市

亡
父
重
吉
さ
ん
、
玖
島
郷
六
九
立
中
央
幼
稚
園
に
寄
贈
さ
れ
ま
し

ノ一

、
石
田
正
次
郎
さ
ん
は
亡
た
.

ご
寄
附
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
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竹西

昭
和
四
十
五
年
度

調
理
師
試
験
並
び
に

予
備
講
習
会
の
開
催

調
理
師
詰
験

詰
験
期
日

昭
和
四
十
五
年
七
月

二
十
八
日

誌
験
の
場
所
長
崎
市
、
佐
世
保

市試
験
科
目

l
衛
生
法
規

1
公

衆
衛
生
学

3
栄
養
学

ι食
品

学

ι食
品
衛
生
学

ι調
理
理

払
珊受

験
資
格
二
年
以
上
調
理
の
業

務
に
従
事
し
た
者
で
義
務
教
育
を

終
え
た
も
の
。

但
し

旧

国

民

学

校
初
等
科
修
了
者
は
五
年
以
上

提
出
期
限

五
月
二
十
九
日
か
ら

六
月
二
十
日
ま
で

提
出
書
類
受
験
願
書
履
歴
書

学
歴
証
明
書
調
理
業
務
経
歴
証

明

書

写

真

(手
札
型
)

手
数
料

壱
千
五
拾
円

合
格
者

発

表

八

月
十
七
日

調
理
師
予
備
講
習
会
要
領

場

所

長

崎

会

場

長

崎

市
立
山

町
県
立
図
書
館

開
催
日

七
月
十
六
日
か
ら
七
月

十
七
日
ま
で

時
間

九
時
か
ら
十
七
時
ま
で

場
所
佐
世
保
会
場

佐
世
保
市

木
場
田
町

県
北
開
発
振
興
局

開
催
日

七
月
二
十
日
か
ら
七
月

二
十
一

日
ま
で
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-
検
認
を
必
ら
ず
受
け
て
く

だ
さ
い
。

(
手
帖
が
使
用

で
き
ま
せ
ん
)

-
入
院
治
療
中
又
は
自
宅
療

養
者
な
ど
、
検
診
場
で
受

診
で
き
な
い
状
態
に
あ
る

万
の
手
帖
は
主
治
医
師
の

診
断
書
を
そ
え
て
大
村
保

健
所
に
提
出
し
検
印
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

ι住
所
異
動
、
転
出
、
死
亡

の
あ
っ
た
も
の

の
手
帖
に

つ
い
て
は
本
人
又
は
家
族

の
方
よ
り
届
出
る
こ
と
。

死
亡
者
の
手
帖
は
必
ら
ず

返
納
し
て
ぐ
だ
さ
い
.

六
月
の
交
通
事
故

巡
回
相
談

相
談
に
は
、
専
門
の
相
談
員
が

応
じ
ま
す
の
で
、
交
通
事
故
で
お

こ
ま
り
の
人
は
、
ご
遠
慮
な
く
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

日

時

六

月
二
十
三
日
午
前
十
時

か
ら
午
後
三
時
ま
で

場
所

市
役
所
芳
一

会
議
室

改
善
さ
れ
た

国
民
年
金

・
十
年
年
金
は
二
、
五
倍
の

増
額

-
保
険
料
は
二
万
五
千
円
で

年
金
額
六
万
円

い
よ
い
よ
昭
和
三
十
六
年
よ
り

国
民
年
金
保
険
料
を
納
入
さ
れ
た

]. 

方
(
明
治
コ
一十
九
年
四
月
二
日
か

ら
明
治
四
十
四
年
四
月
一

日
ま
で

に
生
ま
れ
た
人
)
こ
の
人
た
ち
の

な
か
で
昭
和
四
十
六
年
五
月
か
ら

最
初
の
老
令
年
金
を
受
け
る
人
が

で
て
ま
い
り
ま
す
が
、
ニ
の
人
た

ち
が
十
年
間
に
か
け
る
保
険
料
は

二
万
五
千
八
百
円
で
す
‘
わ
ず
か

五
ヶ
月
で、

も
と
を
と
る
こ
と
に

な
っ
て
お
り
ま
す
.

な
お
免
除
期
間
の
あ
る
人
は
保

険
料
の
追
納
を
さ
れ
ま
す
と
年
金

額
の
増
額
に
な
り
有
利
で
す
.

保
険
料
は
月
四
百
五
十
円
均
一

(昭
和
四
十
五
年
七
月
か
ら
)
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旦
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E
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L
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一

一

一保
障
一
五、
D
o
o-

ハ、
0
0
豆
一
、
六
一

一
年
金
一樹
一

E

一

一

一

一母
子
荒川
時
十
一
円
否
。
一
品
五
三
一
五
一

一
年
金
一ι
i一

三

-

一

一遺
児
一

一

2
一

一

一

一

一

一

=豆
D
O
一
品、六{}口
一
星、ロ
一

一年
金
一

一

E
一

一

一

こ
の
よ
う
に
今
年
七
月
か
ら
老

令
年
金
を
は
じ
め
各
年
金
が
増
額

さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
に
と
も
な

っ

て
保
険
料
も
い
ま
の
二
十
才
l
三

十
四
才
月
二
百
五
十
円
三
十
五
才

以
上
三
百
円
が
年
令
の
区
別
な
く

月
四
百
五
十
円
に
な
り
ま
す
.

、、υ


